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２号様式  協議の経過  

 開会 午前９時３０分 

福田委員長 皆さん、おはようございます。 

ただいまより、第４回教育、民生常任委員会を開きます。全員出席です

ので、委員会は成立をいたしております。 

本日の会議事項は、調査研究テーマの進め方についてということで、協

議をしていただきたいと思います。あらかじめ、委員長から皆さんにご提

案させていただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。（「はい」の声

あり） 

まず、町の奨学金制度について担当課から説明をいただければと思いま

す。それで、町の制度の説明、条例の説明、返済状況がどのようになって

いるのか現状をお話ししていただけたらと思います。 

 ２番目ですが、新しい修学支援制度ができました。令和２年４月から国

から創設されたのですが、給付型が新しい制度として入りましたので、こ

れについても学習をしていければと思います。 

それから、先進地視察ですが、滋賀県の米原市、それから甲賀市、ここ

は給付型の奨学金がすでに行われておりまして、滋賀県そのものが進んで

いるように思います。それから、千葉県の流山市は今年の４月から看護学

生に対する免除が創設されたようです。それから、栗原市は貸付利子無料

の貸与型と看護学生、医学生に対する免除というのがあります。これは、

貸付はするのですが、３年間勤めれば免除しますという制度が条例を見る

とありました。 

最後にまとめなのですが、これを町に提言していく、あるいは条例案と

して提出していくか、それを皆さんでまとめの時に協議していければと思

います。 

私から、進め方についてお話しさせていただきましたが、まず、ご質問

があればお願いします。 

柳田副委員長 今回この研究テーマにしたときに、保育士の不足の部分が皆さんの思い

として強かったと思うのですが、滋賀県は保育士も視野に入っているので

すか。 

福田委員長 入っています、専門学校も入っています。何年間かその市に住所をおい

て従事しなければならないという形のようです。米原市は進んでいて、１

か月３万円の給付があるんです。条例が必要であれば後でお渡しします

が、こういった先進地があります。 

進め方について、皆さんからご提案があればぜひ。 

吉田委員 人材確保というテーマを持って奨学金制度に取り組むとしたわけです

が、そもそもの奨学金制度の勉強から始めるのですか。方向性としては、

給付型にすれば定住してもらえるとか、人材確保だけを中心に進めるので

すか。 
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福田委員長 最初から定住などが目的ではなくて、どういう奨学金制度だと人材確保

ができるのかなということが研究テーマなので、その中で給付型もあるし

奨学金の貸付、町にない貸付をもしかして、他の所で行っているかもしれ

ないということで、このような進め方にしました。 

皆さんから他に進め方のご提案ありますか。漏れていること、こういう

ことをした方がいいのではないか、ということはありませんか。 

我妻委員 先進地視察は委員長の提案で、これから持ち寄ってもいいのですね。 

福田委員長 はい、これから皆さんでいい所があればぜひご提案いただきたいと思い

ます。 

大橋議長 栗原市はおそらく、全国的にも早く、看護学生、医学生の返済免除を行

い、３，４年前から医師が赴任している状況になっているようです。長く

制度が活用されている栗原市の、奨学金制度活用後の人材確保の状況も一

緒に調査したほうがいいのではないでしょうか。 

福田委員長 医師に対しての貸付金額が１人７６０万円、３年間勤務した場合、償還

免除ですよと条例にはありました。 

例えば、町で医学生に対して償還なしでとした場合、南郷病院で受け入

れてくれるのかなど、南郷病院の職員に聞いて進めた方がいいのかなとも

思います。だから、担当課というのは教育委員会だけではなく、南郷病院

もお聞きできればいいのかなと思いました。 

あと進め方で何かありませんか。 

休憩します。 

 休憩 午前９時３８分 

再開 午前１０時０５分 

福田委員長  再開いたします。 

 皆さんに、新しい修学支援制度の資料を配布いたしました。今後の進め

方については、先程確認しましたとおり、まず町の奨学金制度について担

当課から、制度、条例の説明、返済状況、新しい国の修学支援制度につい

ても学習していきたいと思います。それから、先進地の視察先については

どのような所があるか、皆さんで調べていただいて、決めていければと思

います。それから、最後に視察のまとめ、これは提言なのか、条例案とし

て提出するのかそれも一緒に進めていきたいと思います。 

 休憩します。 

 休憩 午前１０時０６分 

再開 午前１０時３５分 

福田委員長  再開いたします。 

 ただ今、町の担当課に確認したところ、５月１９日９時３０分から、町

のそれから県の奨学金制度について条例に基づいて説明をいただくこと

になります。それから返済状況もお聞きして、制度を利用したい場合にど

のような流れなのか、町の推移としてどのようになっているのかを合わせ
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てお聞きして、できる限り資料を持参していただくということになりまし

た。次回は５月１９日９時３０分からということになります。その時に、

皆さんから先進地についていい所がありましたらぜひ、ご紹介いただきた

いと思います。 

 視察についてですが、第１案が８月の１９、２０、２１日、第２案が１

０月の２１、２２、２３日、第３案が１１月の４、５、６日の３案となり

ます。以前に皆さんと取り決めた日にちは、コロナウイルスの関係で変更

させていただきます。８月、１０月、１１月の決めた日程もコロナウイル

スの関係でどうなるかわかりませんけれども、視察の予定として入れてお

いていただければと思います。 

 他に皆さんからありませんか。 

無いようですので、以上で、本日の常任委員会の会議を終わります。 

副委員長、あいさつをお願いいたします。 

柳田副委員長  皆さん、お疲れ様でございました。皆さんでいろいろと調べてきていた

だいて提案していただければ、委員長も進めやすいのかなと思いますの

で、ご協力よろしくお願いいたします。本日はどうもお疲れさまでござい

ました。 

 閉会 午前１０時４０分 

 

 

 会議の経過を記載して相違ないことを証するため、ここに署名する。 
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